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第 1 章 申請⼿続きについて 
１ 申請団体の要件 

・「福岡市未来へつなげる環境活動⽀援事業補助⾦交付要綱」第 3 条（補助対象団体）の要件を満た
す団体であること。

 第 3 条抜粋  

補助⾦を交付する対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（1）別表１に定める団体の⼈数及び、環境活動経験年数等の申請要件を満たす市⺠団体、NPO 法⼈⼜は市⻑が特に認

める団体

（2）⾃ら、発意・企画し、⾃主的にこの要綱の⽬的に沿った環境保全に関する実践活動を⾏う団体

（3）福岡市内に事務所⼜は連絡場所を有し、かつ、主たる活動を福岡市内で⾏っている団体

（4）営利活動が主たる⽬的でない団体及び、宗教活動⼜は政治活動が⽬的でない団体

別表１ 補助⾦申請の要件

区分 項⽬ 内容 

団体活動⽀援コースＡ 
団体の⼈数 ７⼈以上で構成された市⺠団体 

環境活動経験年数 活動経験年数が３年以上の市⺠団体 

団体活動⽀援コースＢ 
団体の⼈数 ３⼈以上で構成された市⺠団体 

環境活動経験年数 活動経験年数の制限なし 

・補助継続期間中、特例による延⻑申請、またはイベント⽀援コースからの移⾏を除き、過去に未
来へつなげる環境活動⽀援事業補助⾦の交付を受けた団体でないこと。

2 補助対象事業 
・「福岡市未来へつなげる環境活動⽀援事業補助⾦交付要綱」第５条（補助対象事業）

の要件を満たすこと。
第５条 補助⾦を交付する対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象団体が⾏う事業であって、次の各

号に掲げる事業とする。 

（１） 地球温暖化対策

（２） ごみ減量・３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）

（３） ⾃然環境保護

（４） 環境美化

（５） 環境教育・ＳＤＧｓの普及啓発

（６） その他この要綱の⽬的に適合する事業

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは補助対象外とする。

（１） 福岡市の他の補助⾦の交付を受けている事業

（２） 営利活動を主たる⽬的とする事業及び、宗教活動⼜は政治活動を⽬的とする事業

（３） その他市⻑が適当でないと認めた事業

・団体の会員やスタッフ以外の福岡市の市⺠が参加する「市⺠参加型」の事業であること。
※福岡市からの依頼を受けて実施されている事業は補助対象になりません。（例︓地域ぐるみ清掃 など）
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 3 提出書類 

（１） 福岡市未来へつなげる環境活動⽀援事業補助⾦交付申請書［様式第 1 号］ 
（２） 事業計画書［様式第１号－１］ 
（３） 事業収⽀計画書［様式第１号－２］ 
（４） 資⾦計画書［様式第１号－３］（概算払いを希望する場合のみ提出） 
（５） 団体調書［様式第１号－４］  
（６） 役員名簿［様式第１号－５］  
（７） 誓約書［様式第１号－６］ 
（８） 団体の規約及び直近の収⽀決算書 
（９） 必要経費の⾒積書など 

※ 団体の規約等を有していない場合は、「8 よくある質問」をご覧いただくか、環境経営推進担当に 
ご相談ください。 

※ はじめて当補助⾦を申請される団体は、直近の収⽀決算書は提出不要です。 
 
４ 作成上の注意点 （別紙 「提出書類の記載例」 参照） 

（１）申請書［様式第１号］ 

「補助⾦の申請額」は次のとおり計算し、千円未満を切り捨てた⾦額としてください。 
 
 

 

（２）事業計画書 ［様式第１号－１］ 

「活動内容」欄に記載する活動は、活動ごとに番号を付けてください。 
なお、この番号を事業収⽀計画書［様式第 1 号－２］及び資⾦計画書［様式第１号－３］の記載内容に

も対応させ、何の活動にどれだけの予算を⾒込んでいるのか分かるようにしてください。 
※交付要綱第 14 条に基づく補助の特例（特例申請）を希望する団体は、様式第１号-1 事業計画書（特

例）の様式を使⽤してください。 

（３）事業収⽀計画書 ［様式第１号－２］ 

【1 収⼊の部】 

当事業補助⾦ 
(Ａ) 

⽀出の部の「(E)補助対象合計」から収⼊の部の「(B)公的な補
助⾦等」を差し引いたものに補助率をかけた⾦額以内（千円未
満切捨）を記載してください。 
また、この（A）の⾦額を申請書［様式第１号］の「補助⾦の申
請額」に記載してください。 

公的な補助⾦等 
(Ｂ) 

申請事業に福岡市以外の公的な補助⾦（国や県など）を充てる
場合は記載してください。⺠間の助成⾦等は除きます。 

 福岡市（外郭団体を含む）の他の補助⾦の交付を受ける事業は未来へつなげる環境活動⽀援事業補助⾦に申請で
きません。 

申請額＝〔補助対象経費－国・県等の公的な補助⾦〕×（補助率３/４） 
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【２ ⽀出の部】 

費⽬／予算額 

別紙「経費分類表」で、補助対象の可否と費⽬の分類を確認し、費⽬ご
とに補助対象、補助対象外及びその合計（全体）の⾦額を記載してくだ
さい。 
（注意）消費税の確定申告を予定されている場合 
申請時に、当該補助⾦の対象とする予算の仕⼊れにかかる消費税相当
額が明らかな場合には、消費税額分を減額して申請してください。ただ
し、申請時に仕⼊れにかかる消費税相当額が明らかでない場合につい
てはこの限りではありません。 

内訳 
どの活動内容の経費か分かるよう、事業計画書［様式第 1 号－1］「事
業計画」に記載した活動の番号を⽤い、活動ごとの内訳（単価・⼈数・
回数など）を記載してください。 

合計 費⽬ごとの⾦額を合計してください。「全体合計（Ｄ）」は、「１ 収⼊の
部」の「合計（Ｃ）」と同額になります。 

 
 
５ 注意事項 

 未来へつなげる環境活動⽀援事業補助⾦は、事業に対する補助⾦です。団体に対する補助⾦ではありませんので、
団体の経常的な運営経費は補助の対象になりません。別紙「経費分類表」を参照のうえ、ご不明な点等ございまし
たら環境経営推進担当にお問い合わせください。 

＜補助対象外の例＞ 
 事務所管理費（家賃・光熱⽔費・電話代など） 
 備品（パソコン・プリンタ・プロジェクターなど） 

 補助継続期間は、原則３年間を限度とします。ただし、補助の特例として「6 特例申請における審査基準」を満た
す場合に限り、３年間を限度に延⻑できる場合があります。 

 団体活動⽀援コースは、福岡市が設置している「福岡市未来へつなげる環境活動⽀援事業評価委員会」の委員
による審査（団体による事業のプレゼンテーション等により実施）を受けていただきます。 

 本補助⾦は予算の範囲内で交付いたします。 
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６ 特例申請における審査基準 

 特例申請では、本来の補助継続期間である３年を経過したのちに団体が申請し、かつ未来へつなげる環境活動  
⽀援事業補助⾦評価委員会の審査で認められた場合に、さらに３年間を限度に補助継続期間を延⻑できます。 

（１）団体の申請要件 
申請要件は、以下のとおりです。 

 ・団体活動⽀援コースＡの補助団体として３年間の補助継続期間を経過している。 
 ・団体活動⽀援コース B の補助団体として３年間の補助期間を経過しており、団体活動⽀援コース A への移⾏

を希望している。 
  

（２）申請コース 
申請可能なコースは以下のとおりです。 

現在の申請区分 
団体活動⽀援コース A への 

特例申請 
団体活動⽀援コース B への 

特例申請 
団体活動⽀援コース A 〇 × 
団体活動⽀援コース B 〇 × 

※環境イベント⽀援コースには補助対象期間の定めがないため、特例申請の対象にはなりません。 

  
（３）審査基準 

審査の要件及び項⽬は以下のとおりです。 
【審査要件】 
① 補助継続期間の３年間で⾏われた活動の成果が定量的に測れており、年々増加していると認められる。 
② 補助継続期間の 3 年間で⾏われた活動が更に発展した取組となることが明らかである場合、または３年間の

活動の成果を踏まえた新規の取組である。 
③ ①及び②を踏まえ、未来へつなげる環境活動⽀援事業補助⾦評価委員会において、今後の活動の拡がりが

⾒込めると認められる。 
 【審査項⽬】  

①活動計画の妥当性 
・市⺠への啓発効果や還元性のある活動計画となっているか。 
・活動の実施⽅法や実施時期及び実施期間は適切かつ効果的であるか。 
・活動を拡充する場合は、補助継続期間３年間の成果を踏まえ、更に発展した計画（参加者⼈数の増、構
成⼈数の増など）となっているか。 

・新規活動を実施する場合は、補助継続期間３年間の成果を踏まえたうえで、活動により拡がりのある計画と
なっているか。 

②⽬標の達成度 
・設定した⽬標は実現の可能性があり、かつその⽬標を達成することが市⺠の⽣活や環境に⼀定の効果をもたら
すものとなっているか。 

・活動を拡充する場合は、補助継続期間３年間で設定した⽬標から、更に発展した⽬標を設定しているか。 
③活動継続性・発展性 

・向こう３年間の補助継続期間の中で、団体基盤の向上が⾒込まれるか。 
・向こう３年間の補助継続期間が終了した後も、活動が継続される⾒込みがあるか。 

 
（４）注意事項 

 特例申請をご希望の場合は、事前に環境経営推進担当へご相談ください。 
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7 補助事業に関する広報⽀援 

 補助事業の情報を環境局ホームページに掲載できます。

 情報プラザや市の施設でチラシや制作物等を配布できます。

※広報⽀援の詳細は、交付決定後にお知らせします。

８ 補助⾦に係る消費税仕⼊控除について（該当ある場合のみ） 

 補助⾦は消費税法上の⾮課税売上に該当するため、預かり消費税の対象にはなりません。消費税及び地
⽅消費税の申告により仕⼊控除を受ける場合は下記のとおりご対応ください。 

（１）申請時点で、補助⾦の予算計上に関する仕⼊れに係る消費税相当額が明らかな場合

消費税相当額を減額して補助申請を提出してください。

（２）実績報告時に、補助⾦の仕⼊れに係る消費税相当額が明らかな場合

消費税相当額を減額して実績申請を提出してください。

（３）実績報告書の提出後に、補助⾦の仕⼊れに係る消費税相当額が確定した場合

仕⼊控除税額分の補助⾦は、速やかに市へ返還していただく必要がありますので、仕⼊控除税額報告
書［様式第７号］、７号記載の書類及び下記の関係書類をご提出ください。また、市へ返還する額が０
円の場合でも様式第７号及び関係書類の提出は必須ですので、ご注意ください。 

様式第７号関係資料 

仕⼊控除税額が 

0 円の場合 

免税事業者の場合 ・補助事業実施年度の前々年度に係る法⼈税確定申告
の写し(税務署の収受印等のあるもの)及び損益計算

書等売上⾼が確認できる資料

・法⼈税確定申告なしの場合、免税事業者届出書

簡易課税制度の適⽤を
受ける事業者の場合 

・補助事業実施年度における消費税確定申告書（簡易
課税⽤）の写し※税務署の収受印等のあるもの

仕⼊控除税額が 

0 円以外の場合 

・下記の項⽬を含む概要書

事業所名、補助事業名、事業所の所在地、補助⾦の名称、補助⾦交付年度及び
補助⾦確定額、補助⾦返還額の概要（特定収⼊額及び内訳、特定収⼊割合、課
税売上割合、交付を受けた補助⾦のうち課税仕⼊れ等にのみ使途が特定されて
いる⾦額、補助⾦返還額）

・消費税及び地⽅消費税の確定申告書の写し

・消費税及び地⽅消費税及び確定申告書の付表２「課税売上⾼・控除対象仕⼊税
額等の計算表」の写し

・その他参考となる資料（特定収⼊額、補助⾦のうち課税仕⼊れ等に係る消費税
額が分かる資料

※所得税法上の課税事業者等に該当するかは、所轄の税務署へお尋ねください。
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９ よくある質問 
⽬次 

№ 質問 

1.団体活動支援コース全般に関すること

Ｑ１ どのような環境活動が未来へつなげる環境活動支援事業の補助対象となりますか。 

Ｑ２ どのような団体が団体活動支援コースの対象になりますか。 

Ｑ３ 過去にエコ発する事業の補助を受けた団体でも申請できますか。 

Ｑ4 
イベントや講座を数回実施する場合、環境イベント支援コースと団体活動支援コースのどちらで申請

すればいいですか。 

Ｑ5 補助の対象となる期間はいつからですか。 

Ｑ6 
１つの団体が、同一年度内に、団体活動支援コースと環境イベント支援コースの両方に申請すること

は可能ですか。 

2.申請団体・申請事業に関すること

Ｑ1 中学生や高校生で構成された団体も対象となりますか。 

Ｑ2 学校が行う事業は補助の対象となりますか。 

Q3 
団体が学校の授業や行事の一環として、児童生徒等を対象としてイベント等を実施する場合は対象

となりますか。 

Q4 商店街が行う事業は補助の対象となりますか。 

Ｑ5 各校区の環境活動連絡会議等の事業は補助の対象となりますか。 

Ｑ6 団体が自治協議会等と共働して事業を行う場合、補助の対象となりますか。 

Ｑ7 自治会、子ども会等の事業は、補助の対象となりますか。 

Ｑ8 福岡市から物的支援を受けている事業は補助の対象となりますか。 

Ｑ9 構成員に市外居住者が含まれる団体であっても、補助の対象となりますか。 

Ｑ10 市外に所在地のある団体は補助の対象となりますか。 

Q11. 代表者が同じで構成員が異なる団体は、別の団体として対象となりますか。 

3.手続きに関すること

Ｑ1 申請書はどこに提出すればいいですか。 

Ｑ2 特例申請をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 

Ｑ3 新たに活動を始める団体で、規約や収支決算書がありません。 

Ｑ4 補助対象となる経費はどのような内容ですか。 

Ｑ5 申請書提出までにイベントの会場や講座の講師を予約しておく必要がありますか。 

Ｑ6 レシート・領収書には、お店の領収印が必要ですか。

Ｑ7 役員を決めていません。 

Ｑ8 事業収支計画書に記載する全ての経費について見積書等が必要ですか。 

4.その他

Ｑ1 補助金以外にどのような支援をしてもらえますか。 

Ｑ2 
交付決定後に、やむを得ない理由（コロナ等）により活動が中止になった場合、補助金は交付されま

すか。 
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1.団体活動⽀援コース全般に関すること

Q1．どのような環境活動が未来へつなげる環境活動⽀援事業の補助対象となりますか。 
Ａ１．市⺠参加型※かつ市⺠団体等が⾃ら企画し、⾃主的に取り組むもので、 

①地球温暖化対策、   ②ごみ減量・３R（リデュース・リユース・リサイクル）、
③⾃然環境保護、 ④環境美化、    ⑤環境教育・SDGｓ普及啓発
に関する事業が対象です。
※市⺠参加型とは「団体の会員やスタッフ以外の福岡市の市⺠が参加していること」を⾔います。

過去には、⼦ども達を対象とした体験会や⾃然観察会、海岸や河川の清掃活動、森の保全活動、
⽣ごみたい肥の普及・啓発などへ補助を⾏いました。募集ちらしの中で、前年度に補助⾦を活⽤して
実施された事業を掲載しておりますので、ご覧ください。    

Ｑ２. どのような団体が団体活動⽀援コースの対象になりますか。 

Ａ２．各コースの申請要件を満たし、市内で年間を通じた環境活動を⾏っている団体が対象です。 

区分 項⽬ 内容 

団体活動⽀援コースＡ 
団体の⼈数 ７⼈以上で構成された市⺠団体 

環境活動経験年数 活動経験年数が３年以上の市⺠団体 

団体活動⽀援コースＢ 
団体の⼈数 ３⼈以上で構成された市⺠団体 

環境活動経験年数 活動経験年数の制限なし 

Ｑ３. 過去にエコ発する事業の補助を受けた団体でも申請できますか。 

Ａ３. 申請可能です。エコ発する事業で交付した補助⾦に係る補助期間は、未来へつなげる環境活動⽀
援事業で交付する補助⾦に係る補助期間に含めないものとします。 

Q4. イベントや講座を数回実施する場合、環境イベント⽀援コースと団体活動⽀援コースのどちらで申
請すればいいですか。 

Ａ4．単発でイベント等を⾏うか、年間を通して活動するかによりコースが分かれます。⽬安として、事業の⽬ 
的を達成するための年間の活動が１〜２回程度の場合は環境イベント⽀援コース、それを超える場 
合は団体活動⽀援コースとなります。 

Ｑ5．補助の対象となる期間はいつからですか。 
Ａ5．申請書（事業計画書[様式第 1 号－１]）の実施期間の欄に記載された期間が補助対象期間と 

なります。期間外に実施された活動については対象外です。申請事業の審査後に期間を変更すること 
はできませんので、ご注意ください。なお、年度ごととなりますので、期間の最終⽇は年度の最終⽇（3
⽉ 31 ⽇）よりも前の⽇付を設定してください。 

Ｑ6．１つの団体が、同⼀年度内に、団体活動⽀援コースと環境イベント⽀援コースの両⽅に申請する
ことは可能ですか。 

Ａ6．同⼀年度内に２つのコースを希望することはできません。 
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2.申請団体・申請事業に関すること

Ｑ1. 中学⽣や⾼校⽣で構成された団体も対象となりますか。 
Ａ1. 対象となります。ただし、構成員に教員や学校関係者、保護者等の監督できる者が含まれている必要 

があります。 
（例︓複数校の中学⽣により構成されるスポーツチームにおいて清掃イベント等を実施する場合、監督 

が構成員に含まれる 等） 

Ｑ2. 学校が⾏う事業は補助の対象となりますか。 

Ａ2．学校は補助対象団体にあたりませんので、学校が主体となって⾏われる授業や⾏事の⼀環として⾏わ 
れる事業は対象外です。⼤学や専⾨学校のサークル等が⾏う環境イベントは対象となります。 

Q3．団体が学校の授業や⾏事の⼀環として、児童⽣徒等を対象としてイベント等を実施する場合は 
対象となりますか。 

Ａ3．団体が主体となり実施する場合は、授業の⼀環でも対象となります。 
（例︓⼩学校の総合的な学習の時間の⼀環として講座を実施する 等） 

Q4．商店街が⾏う事業は補助の対象となりますか。 

Ａ4．商店街は営利活動を主たる⽬的としているため、商店街が主体となる事業は対象外です。なお、営利 
活動を主たる⽬的としていない別の団体の構成メンバーに商店街が含まれている場合は、対象とするこ 
とができます。 

Ｑ5．各校区の環境活動連絡会議等の事業は補助の対象となりますか。 

Ａ5．福岡市の補助⾦が充てられている事業は対象外となります。その他の要件は 1 の Q1 をご参照くださ 
い。 

Ｑ6．団体が⾃治協議会等と共働して事業を⾏う場合、補助の対象となりますか。 

Ａ6．⾃治協議会等に交付された福岡市の補助⾦（⾃治協議会共創補助⾦など）が充てられている事 
業は対象外となります。その他の要件は 1 の Q1 をご参照ください。 

Ｑ7．⾃治会、⼦ども会等の事業は補助の対象となりますか。 

Ａ7. 福岡市の補助⾦（町内会活動⽀援事業補助⾦、⾃治協議会共創補助⾦など）やその他の⽀援を 
受けている事業は対象外です。また、町内会等を主体とした地域ぐるみ清掃、ラブアース、町内清掃に 
属する活動も対象外です。その他の要件は 1 の Q1 をご参照ください。 

Ｑ8．福岡市から物的⽀援を受けている事業は補助の対象となりますか。 

Ａ8．清掃⽤具の貸出⽀援や活動場所の提供（公⺠館などの市施設）など、活動を実施するための⼀部 
について物的⽀援を受けていても、事業⾃体は対象となります。なお、物的⽀援を受けたものは本補助 
⾦の対象経費には計上できません。 

Ｑ9．構成員に市外居住者が含まれる団体であっても、補助の対象となりますか。 

Ａ9. 構成員個⼈の住所に関わらず、福岡市内で実施する事業で市⺠に効果が還元されるもの及び団体 
の事務所⼜は連絡場所が福岡市内にあれば、対象となります。 

Ｑ10. 市外に所在地のある団体は補助の対象となりますか。 

Ａ10.市外に所在地のある団体が主催する事業であっても、実施場所が市内であれば対象となります。ただ
し、市⺠に効果が還元されるもので、団体の事務所⼜は連絡場所（構成員が市内に居住し、連絡
場所となる場合を含む）が福岡市内に設定されている必要があります。 

Q11.代表者が同じで構成員が異なる団体は、別の団体として対象となりますか。 

Ａ11.代表者が同じ団体は同⼀年度内に別団体として申請することはできません。そのほか、事業の⽬的が
異なる場合も同様です。 
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3.⼿続きに関すること

Ｑ1. 申請書はどこに提出すればいいですか。 

Ａ1. 相談・受付窓⼝である環境経営推進担当で受け付けます。 

Ｑ2. 特例申請をしたいのですが、どのような⼿続きが必要ですか。 

Ａ2.  「6 特例申請における審査基準」をご確認ください。申請の際は、通常の事業計画書ではなく、「事業
計画書（特例）[様式第 1 号－１]」をご提出いただきます。３か年の実績を踏まえたうえで評価委
員による審査で特例基準を満たしていると認められることが申請の要件になります。申請をご希望の際
は環境経営推進担当までご連絡ください。 

Ｑ3．新たに活動を始める団体で、規約や収⽀決算書がありません。 

Ａ3．規約は申請要件ですので雛形を参考に、必ず作成してください。直近の収⽀決算書は、はじめて当補 
助⾦を申請される団体は提出不要です。 

Ｑ4．補助対象となる経費はどのような内容ですか。 

Ａ4．別紙「経費分類表」をご確認ください。 

Ｑ5．申請書提出までにイベントの会場や講座の講師を予約しておく必要がありますか。 

Ａ5．イベントの会場や講座の講師を予約する前でも申請書はご提出いただけます。その際は必要経費の概 
算額で積算してください。なお、申請時点で⾒積書等をご提出いただく経費もありますので、別紙「経 
費分類表」をご確認ください。 

Ｑ6．レシート・領収書には、お店の領収印が必要ですか。 

Ａ6．印字されたレシートや領収書の場合、領収印は不要ですが、⼿書きの領収書の場合には、店舗の領 
収印が必要です。また、レシートや領収書には、購⼊した店名、⽇付、⾦額、購⼊品の名称・数及び 
あて名（団体名のものに限る。）が記載または印字されている必要がありますので、ご注意ください。 

Ｑ7. 役員を決めていません。 

Ａ7. 役員の設置は申請要件ですので代表者（代表・理事⻑・会⻑など）、会計、監事を決めていただき、 
役員名簿を作成してください。 

Ｑ8. 事業収⽀計画書に記載する全ての経費について⾒積書等が必要ですか。 

Ａ8. 申請時点で⾒積書等の提出が必要な経費は、別紙「経費分類表」に記載していますので、そちらをご 
確認ください。なお、提出不要となっている経費であっても、内容に応じて提出をお願いする場合があり 
ます。 

4.その他

Ｑ1. 補助⾦以外にどのような⽀援をしてもらえますか。 
A1. 広報⽀援の申請をいただくことで、福岡市役所１階の情報プラザや学校・区役所などにチラシやポスタ 

ーを掲⽰・配架するなどの広報の⽀援を受けられます。 
Ｑ2. 交付決定後に、やむを得ない理由（コロナ等）により活動が中⽌になった場合、補助⾦は交付さ 

れますか。 

Ａ2. 活動の準備にかかった経費は対象となりますので、実績報告書と領収書等をご提出ください。 
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第 2 章 補助⾦交付の流れについて 
申請事業の内容等を評価委員会で審査し、交付決定の可否を判断します。なお、評価委員会で審査する

にあたり、団体活動⽀援コースＡは事業のプレゼンテーションと質疑応答を、団体活動⽀援コースＢは事
業の説明と質疑応答を⾏っていただきます。（5 ⽉中旬から下旬頃予定） 

 交付決定通知では、交付決定額、交付の時期、補助の条件、評価結果及び事業を実施する上
での注意点をお知らせします。

 事業終了後は、速やかに実績報告書をご提出ください。実績報告書の様式は交付決定通知後
にお渡しします。

 補助⾦は原則完了払い（○イ   ）です。実施前の交付でなければ事業実施が困難であるなどの
やむを得ない理由がある場合のみ、別途申請のうえ実施前の交付が可能です（○ロ   ）。

 実績報告書の提出後に補助対象経費と認められなかった部分については、補助⾦の額が減額
になる場合があります。減額になった場合で、かつ実施前に補助⾦の交付を受けている場合、
差額分の残⾦は速やかに返納していただきます。

 交付決定後、中間報告（10 ⽉頃）や年間の活動成果報告（3 ⽉頃）により、事業の進捗状況
を確認し、評価委委員へ報告します。

○イ  

補助⾦ 
の交付 

請求書 
の提出 事業の実施 実績報告書 

の提出 交付確定通知 
補助⾦ 
の精算 

交付決定通知 事業の実施 実績報告書 
の提出 交付確定通知 補助⾦ 

の交付 
請求書 
の提出 

○ロ  

申請事業の審査 

申請書の受理 



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号

令和　〇年　〇月　○日

住所

実施団体名

代表者職名

フリガナ

氏名

電話番号

記

事業名 ○○○○○○

補助金の申請額

関係書類

（１） 事業計画書［様式第１号-１］
（２） 事業収支計画書［様式第１号-２］
（３） 資金計画書［様式第１号-３］(要綱第12条第１項ただし書きの場合のみ)
（４） 団体調書［様式第１号-４］
（５） 実施団体の規約、役員名簿［様式第１号-５］及び直近の収支決算書
（６） 誓約書［様式第１号-６］

フクオカ タロウ

福岡　太郎

○○○-○○○○-○○○○

　令和６年度未来へつなげる環境活動支援事業補助金の交付を受けたいので、福岡市補助金交付規則を承知の
上、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

申請区分
※該当するコースに〇

団体活動支援コースＡ ・ 団体活動支援コースＢ ・ 環境イベント支援コース

福岡市未来へつなげる環境活動支援事業補助金交付申請書

（あて先）　福岡市長

〒〇〇〇-○○○○

福岡市○○区○○○－○－○

環境○○○

代表

事業収支計画書（様式第１号-２）の（Ａ）
の金額を記入してください。

本様式（様式第1号）以外の様式はコースごとに異なります。

日中ご連絡の可能な番号をご記入ください



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-１
（団体活動支援コースＡ・B）

会員数

　10　人

実施時期 対象者

分野
（該当する分野の番号に○）

　① 地球温暖化対策　　② ごみ減量・３R　　③ 自然環境保護
　④ 環境美化　　　　　⑤ 環境教育・SDGｓの普及啓発

事　業　計　画　書

団体名 環境○○○

事業名 ○○○○○○

※色がついているセルは自動入力されます。

実施期間 令和〇年　４月　１日　　～　　令和〇年　3月　31日

主な活動場所・拠点 福岡市　中央　区　天神１丁目

事業目的

（この事業を行うことで最終的に目指す姿）

今年度の目標

（目的達成のために今年度目指す姿）

事業計画

活動内容（箇条書き）

①　○○観察会

②　○○セミナーの開催

○月・〇
月・〇月

○月

小学生
保護者

市民全般

申請した実施期間以外の活動
は補助対象外となります。

・活動ごとに番号を付けてください。

団体活動支援コース



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-１
（団体活動支援コースＡのみ）

会員数

　10　 人

分野
（該当する分野の番号に○）

　① 地球温暖化対策　　② ごみ減量・３R　　③ 自然環境保護
　④ 環境美化　　　　　⑤ 環境教育・SDGｓの普及啓発

事　業　計　画　書（特例）

団体名 環境○○○

事業名 ○○○○○○

※色がついているセルは自動入力されます。

実施期間 令和〇年　４月　１日　　～　　令和〇年　２月　28日

主な活動場所・拠点    福岡市　中央　区　天神１丁目

事業目的

（この事業を行うことで最終的に目指す姿）

（これまでの事業成果を踏まえた上で、今年度目指す姿）

未来へつなげる環境活動
支援事業終了後の目標

（つな環事業終了後に目指す姿）

特例申請における
審査基準を満たす理由

①補助継続期間３年間の活動の成果が定量的に年々増加しているか。

②補助継続期間３年間の活動から更に発展した取組内容又は、新規の取組内容か。

今年度の目標

以下の事業目的、理由等は、様式下段の「未来へつ
なげる環境活動支援事業（特例）申請における審査
基準」をご確認のうえ、ご記入ください。

本様式は交付要綱第14条の補助の特例を希望する場合のみ、提出を要する。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-１
（団体活動支援コースＡのみ）

実施時期 対象者

未来へつなげる環境活動支援事業（特例）申請における審査基準

事業計画

活動内容（箇条書き）

①　○○観察会

②　○○セミナーの開催

○月

○月

小学生
保護者

市民全般

　①　補助継続期間３年間の活動の成果が定量的に年々増加していることが認められること。
　②　補助継続期間３年間の活動から更に発展した取組内容又は、新規の取組内容であること。
　※コースA・Bともに、外部の評価機関に諮り、①②の状況を踏まえ、今後の活動の拡がりが
　　見込めると認められたもの。

申請を認める場合の要件

申請を認める場合の審査項目

　①　活動計画の妥当性
　・ 市民への啓発効果や還元性のある活動計画となっているか。
　・ 活動の実施方法や実施時期及び実施期間は適切かつ効果的であるか。
　・ 活動を拡充する場合は、補助継続期間３年間の成果を踏まえ、更に発展した計画（参加者人数の増、
　　 構成人数の増など）となっているか。
　・ 新規活動を実施する場合は、補助継続期間３年間の成果を踏まえたうえで、活動により拡がりのある
　　 計画となっているか。

　②　目標の達成度
　・ 設定した目標は実現の可能性があり、かつその目標を達成することが市民の生活や環境に一定の
　　 効果をもたらすものとなっているか。
　・ 活動を拡充する場合は、補助継続期間３年間で設定した目標から、更に発展した目標を
　　 設定しているか。

　③　活動継続性・発展性
　・ 向こう３年間の補助継続期間の中で、団体基盤の向上が見込まれるか。
　・ 向こう３年間の補助継続期間が終了した後も、活動が継続される見込みがあるか。

　※以上の観点から評価委員の審査を受け、すべて満たしていると判断された場合のみ申請を認めるもの。

　※団体活動支援コースAへの延長のみ申請可能。

　※環境イベント支援コースは延長不可。

活動ごとに番号を付けてください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-２

団体名 環境○○○

※色がついているセルは自動入力されます。

１　収入の部 　　　　　　（単位：円）

団体の自主経費

参加者負担

寄付金

その他（民間助成金等）

(C)=(D)

２　支出の部 　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

全体 補助対象 補助対象外

19,000 19,000

31,600 29,600 2,000

65,000 65,000

10,000 10,000

20,000 20,000

145,600 143,600 2,000

事業収支計画書

項　目 予算額 内容

自
己
資
金

9,600 団体構成員の会費

6,000 観察会参加料（100円×30人×２回）

10,000 (株)●×◎からの協賛金

0

当事業補助金 70,000 （Ａ）は{（E）－（Ｂ）}×補助率3/4以内で千円未満切捨て

公的な補助金等 50,000 福岡県□□補助金

合　　計 145,600

費　目
予算額

内訳（予定品目や予定数量）

報償費

②講師謝礼
　19,000円（3,800円×5時間×１人）

交通費

②講師分（久留米市-福岡市往復分）
　6,000円（750円×２×4人）
①②スタッフ分（詳細は別紙参照）
　25,600円

印刷・宣伝
・広告費

①チラシ印刷　30,000円
②チラシ印刷　30,000円
②資料印刷　　5,000円

（D)＝（E）+（F)

保険料

①スタッフ・参加者保険
　10,000円（100円×50人×2回）

物品購入費

①観察用品　10,000円
①，②事務用品　10,000円

合　計

（Ａ）

（B）

（C）

（D） （Ｅ） （Ｆ）

（Ａ）

（B）

同一事業内容で国や福岡県など
公的な補助金を申請している
場合は記載して下さい。

上限額を超える分は補助対象外に計上して下さい。
※スタッフの交通費は一人当たり、１日1,000円（往復）まで

経費分類表の費目を記載して下さい。

講師謝礼の単価は、「講師謝礼基準」を超えない範
囲で積算してください。

団体活動支援コース
＜全体の注意事項＞
・内訳欄の番号は、事業計画書（様式第1-1号）の活
動番号とあわせてください。
・経費分類表を確認してください。また見積書等の
添付が必要な経費は漏れなく提出してください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-３

団体名　　

※色がついているセルは自動入力されます。

総額

団体の自主経費 9,600円 9,600円

参加者負担 6,000円 3,000円 3,000円

寄付金 10,000円 10,000円

その他（民間助成金等） 0円

70,000円 28,000円 42,000円

50,000円 50,000円

0円 42,900円 -42,900円

145,600円

19,000円 ② 19,000円

31,600円 ①，② 7,500円 ② 7,500円 ①，② 16,600円

65,000円 ① 30,000円 ② 30,000円 ② 5,000円

10,000円 ① 5,000円 ① 5,000円

20,000円 ①，② 20,000円

0円

0円

145,600円 37,500円 45,600円

0円 600円 0円

62,500円 38,100円 45,000円

当事業補助金

公的な補助金等

その他（他事業からの借入・戻入）

資　　金　　計　　画　　書

第１期(4～7月) 第２期(8～11月) 第３期(12～3月)

残　　高 0円

環境○○○

合　　計 62,500円

合　　計

支
出

報償費

交通費

印刷・宣伝・広告費

保険料

物品購入費

収
入

自
己
資
金

各期間の支出予定額を費目ごとに記載してください。
事業収支計画書と同様の
費目を記載してください。

第１期からの年間を通した残高を記載してください。

事業収支計画書の
（Ｃ）欄と同額

事業収支計画書の
（Ｄ）欄と同額

残高はマイナスにならないようにしてください。

本様式は事業実施前の補助金交付を希望する場合のみ、提出を要する。 ＜全体の注意事項＞
・支出予定の費目名を記載し、各期間の予定額を記
入してください※合計・残高は自動計算されます。
・各費目の左に記入する番号は、事業計画書（様式
第1-1号）の活動番号とあわせてください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-４

※色がついているセルは自動入力されます。

１．団体情報

２．担当者

住所

電話番号

E-mail

３．未来へつなげる環境活動事業補助金の交付実績の有無

４．他の補助金等の状況

申請先 申請額 決定時期

福岡県 50,000円 9月頃

団体名

環境活動の経験

会員数

設立年月日

団 体 調 書

　10　人

　○○年○○月○○日

環境○○○

福岡県□□補助金 

　約　○　年　※（　○○　年頃～　）

区分

交付決定済・申請中・申請済

交付決定済・申請中・申請済

交付決定済・申請中・申請済

（有の場合）

補助金等の名称

（有の場合）

事業名

時期

事業概要

連
絡
先

氏名

　□　有　　　■　無

　■　有　　　□　無

福岡市○○区○○－○－○

環境　次郎

○○○○○○○

○○○-○○○○

日中連絡可能な電話番号・
メールアドレスを記入してください。

令和6年４月１日現在の人数・団
体としての活動年数を記載して
ください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-５

※色がついているセルは自動入力されます。

（団体名 　）

フリガナ

氏　　名

フクオカ　　タロウ

福岡　太郎

※役員全員を記載すること。

役　員　名　簿

環境○○○

役職名 住 所 生年月日

代表 福岡市○○区○○○丁目○番○号 昭和○年○月○日

副代表

会計

監事

※収集した個人情報については、当該事務に関して福岡県警察への照会確認にのみ使用し、その他の目的に
は一切使用しません。

・会長（副会長）、会計、監事の役職等各項目を漏れなく記載して下さい。
※役員を兼任している場合はどなたが該当者かわかるように記載してくだ
さい。記載例：会計（監事兼任）
・規約上、役員になっている方は全員記載が必要です。単なる構成員の場
合は記載不要です。
・生年月日は和暦で記載してください。



未来へつなげる環境活動支援事業 様式第１号-６

※色がついているセルは自動入力されます。

　私は未来へつなげる環境活動支援事業補助金を申請するにあたり、下記の内容について誓約します。

記

６　団体名及び事業名の公表に同意します。

７　下記「申請にあたっての注意事項」を遵守します。

【申請にあたっての注意事項】 

◆ 申請内容等を変更する場合や、事業を中止する場合は、速やかに連絡すること。

◆ 事業終了後に実施報告書など指定の書類等を期日までに提出すること。

福岡市長　　

所在地 〒〇〇〇-○○○○
福岡市○○区○○○－○－○

団体名

代表者職名

代表者名

５　補助対象事業は、以下に該当するものではありません。

誓 約 書

１　申請書類の記載事項について、事実と相違ありません。申請書類及び事業実施報告書類に虚偽の
　　記載や報告があった場合は、補助金の返還等、福岡市環境局環境政策課の指示に従います。

２　暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者（団体の場合、当該団体の役員が
　　暴力団員に該当する団体を含む。）ではありません。

３　申請者（代表者）が暴力団員等に該当しないことの確認のため、福岡市及び福岡県警察に照会を
　　行うことに同意します。

４　｢市税に係る徴収金（市税及び延滞金等）に滞納がないこと」の確認にあたり、福岡市税務担当課
　　に申請書が開示され、市税等の課税及び納付状況について照会されることに同意します。
　　また、市税に係る徴収金に滞納があった場合、補助金の返還等、環境政策課の指示に従います。

代表

福岡　太郎

環境○○○

（１） 宗教の教義を広め、儀式行為を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの。
（２） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの。
（３） 特定の公職の候補者もしくは公職にあるもの又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とするもの。
（４） 営利活動を主たる目的として活動するもの。
（５） 福岡市の他の補助金の交付を受けているもの。
（６） 法令及び公序良俗に反するもの。

◆ 申請書の提出後、審査の必要に応じ、追加で書類の提出を求められた場合は指定された期日までに
提出すること（期日までに提出がない場合は申請を却下する場合があります）。

令和　〇年　〇月　○日

こちらは自動で入力されます。
上記の誓約文面をご確認ください。



第１条 （名称）

第２条（事務所）

〒

第３条（目的）

第４条 （役員）

この会以下の役員を置く。

第５条（役員の任期）

第６条（代表）

環境○○○　規約

この会の名称を、「環境○○○」とする。

　　監査　　１名

　　会計　　１名

　　副代表　１名　

　　代表　　１名

　役員の任期は〇年〇月〇日から〇年〇月〇日とする。

この会の事務局を以下に置く。

福岡市○○区○○－〇－〇

　代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表
が欠員のときは代表の職務を遂行する。

本様式は参考例です。必要に応じて修正・追加を行ってください。



（単位：円）

収　入 予　算 決　算 項　　　　　目

会費 50,000 50,000

入会金 40,000 30,000

寄付 100,000 100,000

助成金 50,000 50,000

雑収入 10,000 5,000

前年度繰越金 30,000 30,000

収入合計 280,000 265,000

支　出 予　算 決　算 項　　　　　目

事務費 70,000 60,000

通信費 50,000 40,000

〇〇活動費 100,000 100,000

会報費 20,000 20,000

次年度繰越金 40,000 45,000

支出合計 280,000 265,000

環境○○○　決算報告書（令和〇年度）

本様式は参考例です。既存の決算報
告書でも提出いただけます。



未来へつなげる環境活動支援事業　経費分類表
※円については全て税込みの金額とする。

費 目 活動経費 事 例 対象 見積書・料
金表 備　考

講師謝礼 講演・セミナー・講習会・自然観察会等の講師 ○ 〇

団体のメンバーが講師となる場合を除いた外部講師への謝礼金のみ対象とする。また、県外から招聘する講師は、県内の講師では対応できないと認められ
る場合のみ対象とする。【上限　別紙「講師謝礼基準」を超えない範囲】
申請時に講師が確定している場合は講師の履歴書、確定していない場合は講師選定理由書を提出し、理由書の場合は精算時に履歴書の追加提出を要す
る。

講師宿泊費 講演会・セミナー等の講師の宿泊費 △ 県外の講師でかつ日帰りでは対応できないなどの必要性が認められる場合のみ対象とする。

託児、警備員 イベント開催時の託児、駐車場警備員 △
事業の規模や内容に応じて、団体外部の者に託児・警備を依頼する必要性が認められる場合のみ対象とする。
【900円/時間】※福岡県最低賃金より（R4.10.8時点）

ボランティアスタッフ 事務処理のアルバイト、イベント時のスタッフ等への謝礼 △ 事業の規模や内容に応じて、必要性が認められる場合のみ対象とする。【941円/時間】※福岡県最低賃金より（R5.10.6時点）

賞品・景品 環境啓発ウォークラリーの景品 △
原則対象としない。ただし、事業効果を特に高めるなど特段の必要性が認められる場合のみ、対象とする。(※賞金は対象外)
【上限　景品の総額で１万円以内】

記念品購入 参加者記念品等 × イベント参加者へのお礼・記念品等の趣旨で配布する目的のものは対象外。

タクシー料金 △
原則対象としない。ただし、講師の送迎、会場までの荷物搬入等やむを得ない場合のみ使用理由と交通経路を明らかにしたうえで対象とする。
【上限　1，000円/回。】

スタッフ・ボランティアの交通費 ○ 実費の範囲内でのみ対象とする。【上限往復1，000円（片道500円）/日】精算時にはスタッフごとに交通経路、金額等を記載した明細の提出を要する。

講師を招聘するための交通費(県内) ○ 通常考えられる交通経路かつ実費の範囲内でのみ対象とする。

講師を招聘するための交通費(県外） △
県外の講師でなければ対応できない場合かつ必要性が認められる場合のみ対象とする。また、通常考えられる交通経路かつ実費の範囲内でのみ対象とす
る。

市外の視察・施設見学等における電車代等 △ 原則対象としない。ただし、事業目的達成に必要な視察等であり、バス等の借上げ料と比較し安価な場合のみ対象とする。

当補助金の申請・相談・報告・その他事務連絡における
交通費

× 団体の日常的な運営費に該当するため対象外。

乗車券 地下鉄・電車・バス等の乗車券、回数券、ＩＣカード ○
補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。精算時には領収書とは別に使用日、使用者、経路、金額、用途等を記載した使用明細を作成
すること。

荷物搬入等のため車を使用した場合 △
原則対象としない。ただし、会場までの荷物搬入等やむをえない場合のみ、使用目的を明らかにしたうえで対象とする。なお、団体の日常的な運営に関する
会議、打ち合わせ等で発生したものは対象としない。

当補助金の申請・相談・報告・その他事務連絡における
駐車場代

× 団体の日常的な運営費に該当するため対象外。

燃料代（ガソリン代等） 荷物搬入等のため車を使用した場合 △
原則対象としない。ただし、会場までの荷物搬入等やむをえない場合のみ、使用目的を明らかにしたうえで、移動経路及びガソリン代の領収書により対象と
する。精算時には領収書とは別に、使用者、経路、金額、用途等を記載した使用明細を作成すること。

有料道路使用料 高速道路使用料 △ 原則対象としない。ただし、緊急の場合又は視察等の移動で必要性が認められる場合のみ使用目的を明らかにしたうえで対象とする。

デザイン（版下作成） ○ ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲、かつ使用目的・発行部数・配布先を明らかにしたうえで対象とする。

印刷 ○ △
補助事業の目的達成に必要と認められる範囲、かつ使用目的、印刷部数、配布先を明らかにしたうえで対象とする。なお印刷業者を介さず、コピー機等で印
刷を行う場合は料金表等の提出は要しない。

広告料 新聞・雑誌等への広告掲載料等 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。

事業ＰＲホームページの制作・運営・管理費 △ ○ 団体の日常的な運営に関するホームページを除き、補助事業の目的達成に特に効果的であるものを対象とする。【上限　10万円】

団体の日常的な運営におけるホームページの制作・運
用・管理等

× 団体の日常的な運営費に該当するものは対象外。

熱中症対策のための氷や飲み物 △ 熱中症に関する水分のみ対象とする。

昼食代、茶菓子代等 × 昼食代、弁当代、茶菓子代及び打ち上げ・懇親会等における飲食費等は対象外。

案内・ちらし等の郵送料 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。

物品の運送料 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。

電話料(基本料金・通話料） 事務所の電話料金 × 団体の日常的な運営費に該当するため対象外。

インターネット等利用料 事務所のインターネット利用料 × 団体の日常的な運営費に該当するため、ホームページ作成経費を認められたものも含め、全て対象外。

保険料 傷害保険料、損害保険料 イベント開催時の参加者等にかけるレクレーション保険等 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。

設営・撤去の委託 会場の設営・撤去など団体で対応不可能な作業 ○ ○ 補助事業の目的達成に必要と認められ、かつ特殊な技能を有するなどの理由により団体で対応できない場合は対象とする。

啓発グッズ作成費 ＰＲ用のグッズ作成費 △ 補助事業の目的達成に必要と認められる場合のみ対象とする。【上限　500円/個】

物品等の制作委託 ユニフォーム、のぼり、看板等の制作 ○ ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で、使用目的、作成数を明らかにしたうえで対象とする。

翻訳・通訳の委託 外国人向けのチラシ作成における翻訳作業 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる場合のみ対象とする。

事業の主たる部分の委託 企画・監督や調査・研究等にかかる委託 × 企画・監督など補助事業の主たる部分の委託及び団体の日常的な運営費に該当する委託は対象外。

貸切バス（自然観察会における移動用） △ ○ 参加人数及び公共交通機関利用の場合とを比較し、必要性が認められる場合のみ対象とする。

レンタカー（事業実施に必要な荷物運搬等） △ 参加人数及び公共交通機関利用の場合とを比較し、必要性が認められる場合のみ対象とする。

機械・器具借上料 プロジェクター・スクリーンやトランシーバー等の借上料 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。臨時に借り上げるリース品も対象とする。

会場借上料 講演会、イベント等における会場借上料 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。

入場料 入場料・入園料 施設見学等に要する入場料 △ 原則対象としない。ただし、補助事業の目的達成に不可欠で、他の場所で実施ができない場合など、特に認める場合のみ対象とする。

文具、道具、薬品、医薬品、燃料等 ○ 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。
単価が1万円以上の文具、道具、薬品、医薬品、燃料等 ○ 〇 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。

食材料費 エコ料理教室などの食材料費 △ 原則対象としない。ただし、事業目的の達成に必要と認められる場合のみ対象とする。【上限　500円/人】

備品
単価が５万円以上かつ耐用年数が２年以上の機材等
（例：デジカメ、パソコン、プリンタ、プロジェクター等）

△ ○
原則対象としない。ただし、事業目的達成に特に効果的であり、リース又はレンタルよりも安価である場合に限り対象とする。【上限　10万円】
購入後は、耐用年数を考慮し、適正に管理すること。

視察負担金 資料代 見学先での資料代 〇 補助事業の目的達成に必要と認められる範囲で対象とする。

人件費 団体内部の人件費 団体の日常的な運営における人件費 × 団体の日常的な運営費に該当するため対象外。

光熱水費 電気、ガス、水道に係る料金 事務所の光熱水費 × 団体の日常的な運営費に該当するため対象外。

修繕費 物品等修理 事務所の備品の修繕費 × 団体の日常的な運営費に該当するため対象外。

※上記の見積書又は料金表欄に印がない場合でも市が求めた場合は提出を要する。
※見積書又は料金表は、その内訳が確認できるものを提出すること。（総額のみ記載されたもの等は不可）

※団体による費用の支払は原則現金払いとするが、口座振込の場合の振込手数料は、同費目で補助対象とする。なお、どちらの場合も費用とその内訳が分かる領収書等を提出すること。

通信運搬費

郵送・運送代

委託費

借上料

自動車借上料

物品購入費

用品・消耗品

こ
の
「
費
目

」
を
事
業
収
支
計
画
書
の
費
目
欄
に
記
載

報償費

交通費

交通費

駐車場代

印刷・宣伝・広告費

冊子・ちらし等広報・啓発物及
び資料等作成費

ホームページ制作・運用・管理

食糧費 飲食代

対象欄の見方：〇は必ず対象になる、△は場合により対象となる、×は対象にならない

見積書・料金表欄の見方：〇は提出必須、△は場合により提出を要する、空欄は提出不要



　講師謝礼基準

教　授 9,000 円

准教授 7,700 円

講　師 6,000 円

助  教 4,800 円

Ａ 9,000 円 役員

Ｂ 7,700 円 管理者

Ｃ 6,000 円 監督者以下

Ａ 21,600 円
高度な指導技術を持ち，経験豊富で全国規模の
コンサルト業務を行っている者

Ｂ 18,500 円
相当高度な指導技術を持ち，主に地域を中心と
したコンサルト業務を行っている者

Ｃ 14,400 円
指導・経験年数が短く，比較的限定された地域
でのコンサルト業務を行っている者

15,400 円

9,000 円

6,000 円

3,800 円

注２）参加人数が150人以上の講演会等の場合，謝礼基準の1.5倍の単価を使用することができる。

注３）研修時間に１時間未満の端数時間がある場合は，原則として繰り上げて研修時間を算定する。

注１）令和３年４月１日改定

備 考１時間あたりの単価区 分

外
部
講
師

民 間 企 業

コンサルタント

弁　　護　　士

医 師

高等学校の教師
専門学校の教師

地域活動リーダー等

大 学
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